
平 成 ２ ４ 年 ５ 月 

農 村 振 興 局 整 備 部 水 資 源 課 

農 業 用 水 の 歴 史 と 
水 利 権 に つ い て 



頭首工 

農村集落 

市街地 

市街地 

市街地 

河 川 

河 川 

生活用水 野菜や農器具などを
洗う、洗い場としての利用。 

環境用水（親水・景観保全）   
子供の遊び場など、潤いと憩い
の水辺空間づくりに活用。 

消流雪用水  消雪や流雪などに
使われ、冬の暮らしを支援。 

環境用水（水質浄化機能）
悪臭の発生やゴミの不法投
棄の防止に寄与。 

環境用水（生態系保全機能） 冬期湛水を
行うことにより、生態系の保全に寄与。 

防火用水 水路を防火水槽などのよう
な消防水利施設として消火活動に利用。 

かんがい  水稲や畑作物の生育に
必要な用水。 

農業用水は、事実行為としての水利用を積み重ね、ときに「水争い」を繰り返して形成した水利秩序に基づいて、
農作物生育に必要なかんがいだけではなく、生活用水、環境用水、防火用水などの様々な機能を歴史的に発揮。 

１．農業用水のなりたちと機能 
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水争いが水利秩序を形成・変革 

社会的に承認されている 

水利秩序に基づく水利用 
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「滝名川の水げんか」（山王海土地改良区［岩手県］） 

【滝名川の２７堰】 

【昭和２７年完成の山王海ダム】 

【平成１３年完成の山王海ダム】 
【通水で水を待つ人々】 

 ○ 岩手県中央部の北上川水系滝名川沿岸の扇状地は、古くから稲作の適地として開拓が進められ、江戸時代に
は２７堰により約８２２ｈａの水田をかんがい。だが、降水量が少なく深刻な水争いが頻発。 

 ○ 記録に残っているだけでも３６回を数えた水争いは死者も出すはげしいもの。明治末期に干ばつ・凶作に見
舞われたことが関係者に水源開発への気運を高めた。 

 ○ 大正１５年に始められた陳情運動は、昭和２０年にダム築造着手として結実。後に国営事業として受け継が
れ、農業者も「もっこ」を担いで土石を盛った山王海ダムは昭和２７年に完成。 

 ときの岩手県知事が、永遠に水争いがなくなり、
平穏を願う気持ちを込め、堤体に「平安 山王海 
１９５２」と植樹 

 地域農業の発展に伴い再び用水
不足となったが、ダムかさ上げに
よって水資源を再開発 
 現在の山王海土地改良区の受益
面積は3,800ha余 



２．河川法（昭和３９年法律第１６７号）の目的と河川管理の原則等 
（目的） 

第一条 この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水
の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土
の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 

（河川管理の原則等）  

第二条 河川は、公共用物であつて、その保全、利用その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行
なわれなければならない。  

２ 河川の流水は、私権の目的となることができない。 
（流水の占用の許可）  

第二十三条 河川の流水を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受け
なければならない。  

3 

流
量 

河川維持流量 

既得水利権量 

新規許可水利権対象量 基準渇水流量 
（年間３５５日流量） 

ある河川の流量 

正常流量 

3月 6月 9月 12月 0 

○ 取水予定量は、基準年の渇
水流量から、河川の維持流量
と他の既得水利使用者の取水
量の合計を差し引いた水量の
範囲内のものである必要。 

○ また、取水量は、 
①合理的な根拠に基づいて算定

され、 
②その目的、事業計画等からみ

て、必要かつ妥当な範囲内 
である必要。 

※ 既得水利権量と河川維持流
量の合計と、基準渇水流量の
間に余裕がない河川を「パン
ク河川」と呼ぶことがある。 

【１０年に１回程度の渇水の年（河川基準年）における流量図】 



都市用水 

権利量は年間通じて同量。 
必要水量は、権利量の範囲でほぼ一定。 
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かんがい水利使用イメージ

取
水
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必要水量

水利権量

代掻き期 

非かんがい期 

かんがい期 

権利量は時期で異なる。 
必要水量は、その内数で、降雨等により変動。 

最大取水量 

最大取水量は一年のうちの
一時期のみの設定。 

３．水利権と農業用水 

○ 河川の流水を占用するには、許可が必要（＝水利権の取得）。 

○ 農業用水は「かんがい」を水利使用目的とし、期別に最大取水量が定められている。最大取水量は、取水量の
最大限度を示したに過ぎず、最大取水量以下であっても、不必要な分を取水したり他の目的に使用したりする
ことはできない。 
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 農作物は、降雨や生育の過程で用水量が変化する。 
 １０年に１回程度の渇水年（計画基準年（河川基準年と同じと
は限らない））における必要水量を確保する計画であるため、実
態として平年は権利量ほど使用しないことが多い。 
 また、冷温、日照不足、異常高温等の気象の変動によっても用
水量は変化する。 

 他種利水としては、上水道や工業用水を含む都市用水、発電があり、
漁業権者も関係河川使用者の一つ。明治以降の農業用水は、資本主
義の発展によって顕在化した他種水利との競合調整や、営農変化や
施設整備等を通じて変革されて現在の形を整えていった。 
 なお、取水量のイメージは、発電＞かんがい＞都市用水。また、発電
は一般的には全量が河川に戻る非消費型の水利使用といえる。 



４．慣行水利権 

○ 慣行水利権とは，水利用の長期継続という事実（慣行）をもとに社会的に承認された権利。かつ、旧河川法
（明治２９年公布）施行以前からの取水実態があって、河川法による許可を受けたものとみなされている。 

○ 権利内容の変更がなければ水利権更新等の手続不要。内容を変更するには河川管理者の許可を得る必要。 

○ 慣行水利権に基づく施設数は全体の８割近くあるが、かんがい面積は全体の４割弱であり、1,000ha以上の大
規模な農業地域においては既にほとんどが許可水利権化。 
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河川管理上の視点 水利使用者（農業者）の視点 
①水管理の適正化が図られる 

 許可化には土地改良事業を伴うことが多く計画通り取水
管理できるようになる。 

②法律で保護される権利内容が明確になる 

①水利使用の許可申請が必要となる 
 使用水量の算出根拠等の書類 
②許可期間が新たに設定される 
 許可期限の定めなし→通常10年間 
③期別最大取水量（パターン）が新たに設定される 
④取水量の毎日測定と報告の義務が生じる 
 水位計等を設置して毎日測定。年毎または月毎の報告 

区分 
施設数 取水量 かんがい面積 

施設数 
（ヶ所） 

構成比 
（％） 

取水量 
（ｍ3/s） 

構成比 
（％） 

面積 
（千ha） 

構成比 
（％） 

許可水利権 
慣行水利権 

22,964 
72,721 

24.0 
76.0 

5,960.3 
6,141.0 

49.3 
50.7 

1,606 
965 

62.5 
37.5 

計 95,685 100.0 12,101.3 100.0 2,570 100.0 

【農業水利権の種類】 

資料：農業用水実態調査（平成７～12年度） 

【慣行水利権を許可化するときの視点】 

慣行水利権は、 

①内容が不明確、②見直しの機会がな
い、③取水の記録が残されない等の問
題点が指摘されており、取水施設の改築
などの機会に許可水利権に切り替えるよ
う指導している。 

 一方、慣行水利権の権利者は多くが個
人や小さな組織であり、許可申請書類の
作成や取水量測定義務等の負担につい
て、権利者の理解と協力が不可欠。 
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(注） 1. 国土交通省水資源部の推計による取水量ベースの値であり、使用後再び河川等へ還元される水量も含む。 
       2. 工業用水は従業員4人以上の事業所を対象とし、淡水補給量である。ただし、公益事業において使用された水は含まない。 
       3. 農業用水については、1981～1982年値は1980年の推計値を、1984～1988年値は1983年の推計値を、1990～1993年値は

1989年の推計値を用いている 
       4. 四捨五入の関係で合計が合わないことがある。 

５．農業用水の特徴と課題 
（１）農業用水の使用量と反復利用 
○ 平成２０年における全国の水使用量(約８２４億ｍ3)のうち農業用水(約５４６億ｍ3)は約３分の２。 

○ 農地面積は減少傾向、水はけの良い汎用田の増加、用排水路分離に伴う反復利用率の低下、農地への取水位を
保つための水位維持用水の要請等により、用水量はほぼ横ばい傾向。 

○ 農業用水は大部分が河川や地下水に還元され、再び下流で反復利用されている。 
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資料：水のはなし3（高橋 裕 編） 

資料：国土交通省「平成２３年度版日本の水資源」 

地下浸透のうち７５％が地表水として還元 

 生活用水の一人１日平均使用量約0.3m3に
対し、農業用水は水田一枚（３反歩≒３０ａ）で
１日当たり20mmの地下浸透があるとすれば
600m3 程度必要。 

単位：mm 



 

 

 

５（２）土地改良区等による管理 

 ○ 歴史的に、河川取水から各ほ場配水までが協同の重要な仕事。現在も、基幹施設は土地改良区、支線水路は
集落組織、末端水路は農家が重層的に役割分担・連携して管理。 

 ○ 近年、ため池や堰の造成などを担った土地改良区と高齢化等が進む農家の意識に隔たりが生じて水管理は粗
放化の傾向。土地改良区が節水を呼びかけても、農家は作業効率化の観点から水管理を省力化する傾向。 
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ほ場における水管理 
（農家） 

基幹施設 
幹線水路 

支線水路 
ため池 

末端水路 
ほ場 

土地改良区 

水利組合や
集落組織 

農家 

施設 管理主体 

頭首工 
河川 

【重層的な管理のイメージ】 

幹線水路での分水工操作 
（土地改良区） 

支線水路での分水工操作 
（集落組織） 

ほ場に必要量を給水した後や、
降雨があったときは、その時点
で取水を止めることが期待され
ている。 

頭首工取水ゲートの維持管理 
（土地改良区） 



５（３）営農変化に伴う用水利用の変化 
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 ○ 気象変動、天候不順、品種転換あるいは市場動向を踏まえた営農の変化が用水利用に変化をもたらしている。 

 ○ 気候変動による水稲の高温障害を回避するための遅植えや深水かんがい等にも農業用水は活用。 

 ○ 梅雨明けから秋の長雨期までは降雨量も河川流量も少ないため、落水期まで水不足が心配される傾向。 

【水稲栽培ごよみと水管理上の注意点の一例】 

○代かき期 
  兼業農家は週末に作業が集中する傾向、ま
たは農地集積により数少ないオペレーターの
作業は長期化の傾向がみられる。この他、 

[早期化]市場動向を踏まえ早場米に移行。 
[晩期化]出穂期を遅らせて品質低下をもたらす
高温障害を避けるため。低温・日照不足・融雪
遅れ等のため。 

○苗代用水 
  庭先で苗代を作る場合は水道使用が多い。 
  ほ場で作るときに用水需要が発生。 

○中干し 
  不要な分け
つを抑えて根
に酸素を供給
するとともに、
地耐力向上
のため、排水
して土壌を乾
燥させる。 

○中干し後の用水増 
  中干しにより、土壌に
小さな亀裂が生じて、一
時的に用水需要が増大 

○出穂～登熟期の高温対策 
  用水の掛け流しや昼間深
水・夜間落水管理により昼
間の高温を回避。 

  掛け流し用水量や深水管
理の水深に応じた用水量の
確保が必要となる。 

○落水期 
  白濁米などの品
質低下（一等米比
率の低下）を防ぐ
ため、落水までに
十分な期間を置く
必要。 

○出穂前後 
  多量の用水を消費。 
  用水が切れると穂が出な
いなど深刻な被害のおそれ 

青枠の記事は近年
特に顕著な変化や
傾向を示している。 
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○直播や飼料米の広がり 
  直播栽培や飼料米の導
入は、用水利用の開始を
早め、落水期を遅らせる
など、従来とは異なる用
水利用が求められる。 



５（４）農業用水の多様な用途 

 ○ 作物生育に直接必要な用水ばかりではなく、水路維持用水（水路に土砂やゴミが堆積し、通水機能の低下を生

じさせないよう、特に非かんがい期に流す用水）にも活用。 

 ○ 畑作においては、連作障害の原因となる害虫防除や新茶の霜害防止にも効果を発揮。 
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【散水によりクワシロカイガラムシの卵を腐らせて防除】 

【散水氷結により茶の新芽の霜害を防止】 

【水路維持用水】 

40日以上湛水し、ネコブセンチュウを防除。 
薬剤散布と同等の効果。安全で安価。 

茶の幹に寄生する茶の害虫。多発すると新芽が伸びず、枝が枯死する。 
二週間程度にわたって高湿度状態を維持して枝の狭い隙間に付着している
卵を腐らせる。薬剤散布と同等の効果。 

 水が凍るとき放出す
る熱（潜熱）を利用。用
水を供給している限
りは0度を維持。 
 新芽が被害にあえば
年間無収入となってし
まう。 

散水により、
ほぼ全卵が褐
変(死亡) 

 一定の流量が確保されてい
るため、土砂等が堆積しない。 

 一定の流量が確保されてい
ないため、土砂等が堆積してア
オコが発生。 

【畑地への湛水によりセンチュウを防除】 



【渇水対策の内容】 

（番水の実施を知らせる看板） 

隔日通水による節水 反復利用による節水 

（排水路から汲み上げて再利用） 

タンク車からかん水 

 ○ 河川やダムの水量が少なくなる「渇水」になれば、歴史的に、利水者は相互に他の水利使用を尊重して調整。 

 ○ 渇水時において、農業用水から上水道等の他種利水への水融通は、土地改良区や農業者が番水（用水の時間給
水）や排水の反復利用などに取り組んで実現してきたところ。 

②反復利用 

節水のための配水管理 
①用水区域内の地区を区分、順番に配水 
②ほ場ごとに順番と時間を決めて配水 
③水源から数日の間隔で取水 
などの方法がある。 

番水や反復利用を行っても用水
が不足する場合は、応急の井戸
を掘削し地下水を利用したり、通
常は利用しないダム、ため池の底
水や他の利水者からの貰い水を
受けたりする。 上流のほ場からの

排水を堰止め、ポン
プなどで汲み上げ
て、用水を再利用
する。 

番水や用水の補給、反復利用
などの対策を施しても水の絶
対量が不足した場合、配水し
ない犠牲田を出して他の水田
を救います。 

①番水 

③用水補給 

④犠牲田 

５（５）渇水時における対応 
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新規許可198件） 減量（131件） 

５（６）農業用水の合理化と再編 

 ○ 農業用水は、農地が減少しても単純に減量できないが、①開水路のパイプ化、②開水路の断面縮小などの施
設整備を行い、水路ロスの改善や取水位の確保により転用可能な水を生み出し。 

 ○ 昭和40年度から平成21年度までに、農業用水から126件を転用して水道用水や工業用水等に活用。（利根川
水系及び荒川水系においては、農業水利施設の整備により約12ｍ3/sが埼玉県及び東京都の上水道へ活用） 

11 

資料： 平成２２年版 
   日本の水資源 
  （国土交通省） 

（注）  
（１）対象は、昭和４０年度新

河川法施行後、一級水系
での実績。 

（２）農業用水は、かんがい
期間の最大取水量。都市
用水は通年の取水量。 

（３）なお、これは、かんがい
期を模式化したもの。 

（４）その他には水道用水・
発電用水・雑用水等が含
まれる。 

（５）水量は、小数点第２位
を四捨五入としている。 

全体 106.6m3/S 

全体 
61.1m3/S 

農業用水 
８６．５ｍ3/ｓ 

工業用水 
１８．３ｍ3/ｓ 

水道用水 
５２．１ｍ3/ｓ 

転用 

その他 
１．８ｍ3/ｓ 

工業用水 
８．５ｍ3/ｓ 

その他 
０．５ｍ3/ｓ 

河川環境改善 

用途間をまたがる水の転用の実施状況（一級河川） 

（昭和40年度～平成21年度を対象） 

○従来の水路の場合、農地面積が減少しても水田に適正に配水する   
○ための水位維持用水が必要 

(1)パイプライン化 (３)分水ゲートの設置 (２)開水路の断面縮小 

     水位維持
用          水の削減 

ゲート
の設置 

水位維持用
水の削減 

ひび割れ等の
箇所の補修 

水位維持用水が
不要 

開水路のパイプライン化や断面縮
小、分水ゲートの設置、漏水箇所
の補修などにより、水路ロスの改
善や分水位を確保することにより
効率的に水を生み出す 

必要な水量 

単純な
水量減 

水田に取水でき
なくなる ※水位を維持するため

の水量であり、消費さ
れず河川に還元される 
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